
長岡崇徳大学公的研究費の不正使用防止計画 
 

長岡崇徳大学における「公的研究費の不正使用の防止に関する基本方針」に基づき、不正
使用防止の具体的取組内容として、不正使用防止計画を下記のとおり定める。 
 
１．責任体制の明確化 

不正発生要因 具体的取組内容 
・時間が経過することにより、学内での責
任の範囲や権限などに対する認識が低下す
ること。 

・本学における公的研究費の不正使用防止
に関する各種規程等をホームページなどに
掲載し、運営管理の責任体制を常に確認・
認識できる状態にする。また、説明会や会
議等により周知徹底を図る。 
・責任者の交代等があるときは、十分な引
き継ぎを行い、担当課による説明もあわせ
て行う。 

 
２．適正な運営及び管理の基盤となる環境の整備 

不正発生要因 具体的取組内容 
（１） ルールの明確化・統一化 
・研究者及び事務職員の理解不足により誤
った運用が行われる。 

・研究費の使用ルールを明示した「研究費
の取扱い」マニュアルについて毎年度見直
しを行い、研究者からの質問に対する FAQ
等で統一見解を明確に示す。 

（２） 職務権限の明確化 
・公的研究費の事務処理に関する研究者と
事務職員の職務権限について、研究者の認
識が十分でない。 
 

本学で定めている「長岡崇徳大学研究費管
理規程」、「長岡崇徳大学科学研究費補助金
取扱規程」等で規定している公的研究費の
事務処理に関する研究者と事務職員の事務
権限について、「研究費の取扱い」マニュア
ルにも定めるとともに説明会等を通じて研
究者への周知徹底をはかる。 

（３） 関係者の意識向上 
・研究費は公的資金によるものであり、機
関の管理が必要であるという原則について
の意識が希薄である。 
・コンプライアンスに対する意識が希薄で
ある。 

・説明会等において、研究費不正の事例を
示す等、研究不正に対する理解を全学の関
係者間で共有し、注意喚起を行う。 
・研究者及び担当事務職員に研究倫理教育
及びコンプライアンス教育を受講させ、受
講状況の確認を行うとともに誓約書を提出
させる。 

 
 



不正発生要因 具体的取組内容 
（４） 告発等の取扱い、調査及び懲戒に関

する規程の整備及び運用の透明化 
・告発窓口や告発等の取扱い、調査及び懲
戒に関して、学内外への周知が十分になさ
れず、運用が曖昧になる。 

・告発窓口や告発等の取扱いについて定め
た「長岡崇徳大学における研究活動上の不
正行為の防止及び対応に関する規程」を、
ホームページで公表し、学内外に向けて周
知徹底を行う。 

 
３．不正使用防止計画の策定・実施 

不正発生要因 具体的取組内容 
（１） 不正を発生させる要因の把握と不

正防止計画の策定 
（２） 不正防止計画の実施 
・不正を発生させる要因がどこにどのよう
な形で潜在しているのか期間全体の状況を
把握できておらず、具体的な不正防止計画
が策定できていない。 
・不正防止計画を策定・実施したにもかか
わらず、不正使用事案が発生する。 

・内部監査結果も踏まえ、不正を発生させ
る要因の把握を行う。 
・不正防止の推進部署である学術委員会に
おいて、不正発生の要因について大学全体
の状況を整理し、必要に応じて不正防止計
画の見直しを行う。 

 
４．公的研究費の適正な運営と管理活動 

不正発生要因 具体的取組内容 
・予算執行状況の把握ができていないた
め、年度末に研究計画に即さない予算執行
が行われる。 

・計画的な予算執行について、定期的に予
算執行状況を確認し、必要に応じ研究者へ
改善を求める。 
・研究費の繰越や返還等に関する周知及び
指導を行う。 

・発注段階での支出財源の特定がされてい
ない。 

・執行状況を的確に把握するため、発注段
階での財源特定の徹底を求める。 

・発注・検収業務において当事者以外によ
るチェックが行われない。 

・発注・検収については、「研究費の取扱い」
マニュアルに基づいて対応する。 
・検収は財務課職員による納品の事実の確
認をもって行う。 

  



不正発生要因 具体的取組内容 
・研究者、事務職員と業者の関係が必要以
上に密接になり、癒着を生み、不正な取引
に発展する可能性がある。 

・取引業者と研究者の癒着防止のため、原
則、物品の発注は担当事務職員が行うこと
を定めている。 
・10 万円以上の物品購入は 2 カ所以上から
の見積書を提出することを義務付けてい
る。 
・運用について、取引業者と研究者に対し
ての周知徹底を図り、癒着防止に努める。 
・本学との一定の取引のある業者に対して
は、誓約書の提出を要請する。 

・研究と直接関係ない物品を購入してい
る。 
 
・購入した物品を別の目的で利用してい
る、または破損、紛失等している。 

・物品購入の申請の際に、疑義が生じた物
品については、発注者に購入目的等の確認
を行う。 
・無作為に物品等の現物確認、使用状況を
確認する。 

・アルバイト勤務者の勤務状況の確認の実
態や、支払を受ける者の実在性などの確認
が行われない。 

・アルバイト雇用は研究代表者等の管理下
で行うものとし、「勤務報告書」への記入・
押印はアルバイト雇用者が事務局で行うこ
とを原則とする。 
・謝金を支払う場合は、事前に謝金支払依
頼書を提出させ、アルバイトの場合には勤
務報告書の提出を義務付けるとともに、本
人名義の口座への支払とする。 

・出張の実態確認が不十分。 ・出張に関する申請は事前に「出張伺兼命
令書」を提出させ、出張終了後、速やかに
「出張報告書」及び「出張旅費精算書」を提
出させる。 
・「出張旅費精算書」には鉄道運賃（新幹線
等特急券含む）、宿泊料、航空機利用等の領
収書（航空機利用の場合は半券、搭乗券等
の添付も含む）の添付を義務付ける。 
・出張の実態確認のため、「出張報告書」に
根拠資料（学会参加時の当日資料・参加証、
研究打ち合わせ時の開催案内・議事録、図
書館等での文献コピーの領収書等）の添付
を義務付ける。 

  



不正発生要因 具体的取組内容 
・公的研究費の執行に関する相談窓口の利
用が少ない。 
・通報（告発）窓口が利用されていない。 
 
・研究者は「研究費は自分のもの」、事務職
員は「預り金」との意識があり、機関経理の
意識が希薄になりがちである。 
 

・相談窓口の利用促進を図るとともに、使
用ルールについて教職員に周知する。 
・通報窓口や通報者等の保護体制を周知
し、利用促進を図る。 
・研究者、事務職員等に対し、説明会、マニ
ュアル等を作成して学内に周知することに
より、公的研究費の適正な使用についての
意識向上を図る。 

 
５．情報発信と共有化の推進 

不正発生要因 具体的取組内容 
・学内外からの相談、告発を受ける窓口の
周知が十分でなく、不正が潜在化する。 

・公的研究費に関する相談窓口は、財務課
が担当する。 
・研究活動に係る不正行為等相談窓口は、
総務課が担当する。 

・不正使用に係る情報が確実に責任者等に
伝わらず、使用に対する理解が不足する。 

・文部科学省からの通知、内部監査の結果
等、必要な情報は適切な方法で学内へ伝達、
周知する。 
・不正使用防止の取組が理解され、必要な
協力が得られるよう、ホームページ等での
情報発信を行う。 

 
６．モニタリングの実施 

不正発生要因 具体的取組内容 
・日常的なチェック体制やリスクアプロー
チ監査が行えていない。 
 
・監査結果が関連部局において共有されな
い。 

・法人の内部監査規程に基づき、毎年度の
内部監査を実施するとともに、抜き打ちで
のリスクアプローチ監査を実施する。 
・実施した監査結果を事務局で共有し、不
正発生の要因について大学全体の状況を整
理し、必要に応じて関連諸規程、「不正防止
計画」、「研究費取扱い」マニュアル等の見
直しを行う。 
・内部監査室は、三様監査（監事、監査法
人、内部監査室）の場で、内部監査の結果を
示し、監査を効率的に実施するための情報
交換を行う。 

 


